
平  成  ３０  年  度 

青  梅  市  一  般  会  計  補  正  予  算  （  第  ４  号  ）  書 





議案第８３号  

平成３０年度青梅市一般会計補正予算（第４号） 

 平成３０年度青梅市の一般会計の補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 26,861千円を追加し、 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 51,837,542千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（市債の補正） 

第３条 市債の追加、変更および廃止は、「第３表市債補正」による。 

  平成３１年２月２０日 

                 提出者 青梅市長 浜  中  啓  一 
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第 ２ 表　繰越明許費補正

追　　加 （単位　千円）

災害復旧費11
教 育 施 設
災 害 復 旧 費

旧 稲 葉 家 住 宅 壁 崩 壊 修 繕 2,5004

8,5005 保 健 体 育 費
梅郷１丁目運動広場（仮称）
ト イ レ 等 設 置 工 事

款 項 事　　業　　名 金　　額

2,4302 総 務 費 1 総 務 管 理 費
大 門 市 民 セ ン タ ー 駐 車 場
コンクリートブロック塀改修工事

2,97010 教 育 費 4 社 会 教 育 費
指 定 文 化 財
保 存 事 業 費 補 助 金

被 災 農 業 者 向 け 経 営 体
育 成 支 援 事 業 補 助 金

1,821農 業 費16
農 林
水 産 業 費

8,649
東原公園水泳場ネットフェンス
災 害 復 旧 工 事
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第 ３ 表　市債補正

　 追　　加 （単位　千円）

　 変　　更 （単位　千円）

　 廃　　止 （単位　千円）

限　度　額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

起 債 の 目 的
限 度 額

生活道路改修事業債

補　　正　　前 補　　正　　後

38,600

起 債 の 目 的
限 度 額

補　　正　　前

起　債　の　目　的

青 梅 の 森 整 備 事 業 債 42,400 18,900

補　　正　　後

生 活 道 路 災 害 復 旧 事 業 債 38,600 0

証 書 借 入
ま た は
証 券 発 行

　 5.0 ％
   以　内
(ただし､利率
見直し方式で
借り入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては当該
見直し後の利
率)

据置きを含む30年
以内の元利均等ま
たは元金均等償還
ただし、市財政の
都合により起債の
全部、または一部
を翌年度に繰越し
据置期間および償
還期限を短縮し、
もしくは繰上償還
または低利に借換
えすることができ
る。

中学校ブロック塀等
改 修 事 業 債

3,100

小学校ブロック塀等
改 修 事 業 債

2,300
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（２）給料および職員手当の増減額の明細

 1 その他の増減分

 1 職員手当制度改正に伴う増減分

 2 その他の増減分

（３）給料および職員手当の状況
    ア　職員１人当たり給与

円 円

円 円

　歳 月 　歳 月
43 6 56 6

円 円

円 円

　歳 月 　歳 月
43 3 55 8

   イ　期末手当、勤勉手当

月 月 月

（ ）内は、再任用職員にかかる支給割合である。

 2.175     4.50    

 4.45    
(2.35)   

(2.40)   

(2.35)   

有

(1.10)  
補正後

補正前

国の制度
(1.075)  (1.275)  

 2.175    
  部長職     20％  課長職  15％
  係長職　    6％  副主査職 5％
  主任職      3％

(1.25)  
 2.325    

 2.125     2.325    

(1.10)  

(1.30)  
 2.425    

  部長職     20％  課長職  15％
  係長職　    6％  副主査職 5％
  主任職      3％

417,040

31年1月1日
現　　　在

平均給料月額

25,609  

371,932

平 均 年 齢

一  般  行  政  職

平均給与月額

平均給与月額

平 均 年 齢

△ 35,017  
千円  

給    料 △ 35,017  
千円  

区    分 増   減   額 増 　減 　事 　由 　別 　内   訳

115,315  

 4.60    

支給率計
支 給 期 別 支 給 率

358,545

439,297

区  分

325,812

６  月 12  月

職制上の段階、職務の
級 等 に よ る 加 算 措 置

平均給料月額

328,088

区            分

418,390

一  般  技  能  職

422,679

30年1月1日
現　　　在

職員手当 140,924  
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円 円

円 円

　歳 月 　歳 月
51 5 38 2

円 円

円 円

　歳 月 　歳 月
53 5 38 9

看  護 ・ 保  健  職

443,519

336,575

411,288

371,684

292,138

  改正前　年間　4.50月

372,733 284,664

医  療  技  術  職

371,321

25,609  
 伴う増減分

115,315  

△ 35,017  

 職員数の増減および職員の新陳
 代謝等による増減分

千円  

説                 明 備                         考

  改正後  年間　4.60月 期末、勤勉手当支給率の改正に
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市 債 の 前 前 年 度 末 お よ び 前 年 度 末 に 　 
現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書             

1 10,947,925 10,419,942

(1) 3,012,727 2,780,228

(2) 56,123 51,653

(3) 1,002,484 977,022

(4) 2,973,162 2,907,938

(5) 381,279 310,110

(6) 3,522,150 3,392,991

2 189,100 176,768

3 22,605,292 22,832,904

(1) 937,692 749,636

(2) 53,751 0

(3) 21,034,474 21,735,892

(4) 579,375 347,376

33,742,317 33,429,614

区 分 前 前 年 度 末 現 在 高 前 年 度 末 現 在 高

普 通 債

総 務

民 生

衛 生

土 木

消 防

減 収 補 て ん 債

合 計

教 育

災 害 復 旧 債

そ の 他

減 税 補 て ん 債

臨時税収補てん債

臨 時 財 政 対 策 債
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 お け る 現 在 高 な ら び に 当 該 年 度 末 に お け る

（単位　千円）

1,501,600 1,140,814 10,780,728

16,800 218,565 2,578,463

0 18,885 32,768

332,700 107,320 1,202,402

145,100 292,293 2,760,745

0 64,076 246,034

1,007,000 439,675 3,960,316

0 23,505 153,263

2,252,178 1,842,595 23,242,487

0 190,170 559,466

0 0 0

2,252,178 1,416,784 22,571,286

0 235,641 111,735

3,753,778 3,006,914 34,176,478

当該年度末現在高見込額
当該年度中元金償還見込額当該年度中起債見込額

　　当　該　年　度　中　増　減　見　込　み
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